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○銚子市議会政務活動費の交付に関する規程 

平成１３年３月２９日 

議会告示第１号 

改正 平成２０年３月２５日議会告示第１号 

平成２５年２月２５日議会告示第１号 

令和４年３月１５日議会告示第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、銚子市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年銚子市

条例第１２号。以下「条例」という。）第１３条の規定により、政務活動費の交付

に係る会派に関する届出並びに政務活動費に係る申請並びに収入及び支出の報告に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（平成２５告示１・一部改正） 

（会派結成の届出等） 

第２条 条例第６条第１項の規定による届出は、会派届（別記様式第１号）により行

うものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による届出は、会派解散届（別記様式第２号）により行

うものとする。 

（平成２５告示１・旧第３条繰上） 

（交付の申請等） 

第３条 条例第７条第１項の規定による交付の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める日までに、政務活動費交付申請書（別記様式第３号）に

より行わなければならない。 

（１） 条例第３条第２項の規定により交付を受けようとするとき ４月７日 

（２） 条例第３条第３項の規定により交付を受けようとするとき 交付を受けよ

うとする月の７日 
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２ 条例第７条第２項に規定する交付の変更申請は、異動が生じた日の属する月の翌

月（その日が月の初日に当たる場合は、当月）の７日までに、政務活動費変更交付

申請書（別記様式第４号）により行わなければならない。 

（平成２５告示１・旧第４条繰上・一部改正） 

（交付の請求） 

第４条 会派の代表者は、条例第８条の規定による交付の決定又は交付の変更の決定

があったときは、政務活動費交付請求書（別記様式第５号）により、市長に請求す

るものとする。 

（平成２５告示１・旧第５条繰上・一部改正） 

（収支報告書等） 

第５条 条例第９条第１項に規定する報告書は、政務活動費収支報告書（別記様式第

６号。以下「収支報告書」という。）とする。 

２ 収支報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 収入伝票（別記様式第７号） 

（２） 領収書その他支出を証する書類を添付した支出伝票（別記様式第８号） 

（３） 視察その他の出張をした場合にあっては、出張概要報告書（別記様式第９

号） 

３ 会派の代表者は、収支報告書に合わせて、政務活動費実績報告書（別記様式第１

０号）を市長に提出しなければならない。 

（平２０告示１・一部改正、平成２５告示１・旧第６条繰上・一部改正） 

（収支報告書の閲覧） 

第６条 条例第１２条第２項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提

出すべき期限の翌日から起算して６０日を経過する日の翌日からすることができる。 

２ 条例第１２条第２項の規定による収支報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、

執務時間中にしなければならない。 
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３ 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。 

４ 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。 

５ 議長は、前３項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧

を禁止することができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、条例第１２条第２項の規定による収支報告書の閲覧

に関し必要な事項は、別に定める。 

（平成２５告示１・追加） 

附 則 

この告示は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２５日議会告示第１号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度において交付する政務

調査費から適用する。 

附 則（平成２５年２月２５日議会告示第１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の銚子市議会政務活動費の交付に関する規程の規定は、こ

の告示の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付され

た政務調査費については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月１５日議会告示第１号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第２条第１項関係） 

（平成２５告示１・令４議会告示１・一部改正） 

様式第２号（第２条第２項関係） 

（平成２５告示１・令４議会告示１・一部改正） 

様式第３号（第３条第１項関係） 

（平成２５告示１・令４議会告示１・一部改正） 

様式第４号（第３条第２項関係） 

（平成２５告示１・令４議会告示１・一部改正） 

様式第５号（第４条関係） 

（平成２５告示１・令４議会告示１・一部改正） 

様式第６号（第５条第１項関係） 

（平成２５告示１・全改、令４議会告示１・一部改正） 

様式第７号（第５条第２項第１号関係） 

（平２０告示１・追加、平成２５告示１・一部改正） 

様式第８号（第５条第２項第２号関係） 

（平２０告示１・追加、平成２５告示１・一部改正） 

様式第９号（第５条第２項第３号関係） 

（平成２５告示１・全改） 

様式第１０号（第５条第３項関係） 

（平成２５告示１・全改、令４議会告示１・一部改正） 

 


